
あなたの『はたらきたい』をサポートします！ 
◎当センターは秩父地域にお住まいの方々を対象として就労相談に応じます。 
この場合、手帳の有無は問いません。 

◎支援の流れは以下のようになっています。 

 インテーク（受付） 
   ① 

 職 業 相 談 
   ①        ②   ④ 

 ※１職 業 評 価          ⑤ 

   ①              基礎訓練（職業準備訓練） 

職場見学（面接）           ⑤ 

   ① 

 ※２職 場 実 習 ③ 

   ① 

 就     職 
   ① 

 フォローアップ（職場定着支援） 
   ① 

 離 職 後 の 支 援 
①はもっとも基本的な流れです。 
②は今までの職歴などから、職業評価を受けなくても就職可能性が高いと判断される場合です。 
③は職場実習を必要とせず、そのまま雇用される場合です。 
④は受付時、すでに就労している方で、フォローアップから支援する場合です。 
⑤は職業評価の結果、作業所などで訓練を受けてからの就職が望ましいとされる場合です。 
※ １職業評価とは、どのような仕事に向いているかを検査などで調べることです。 
※ ２職場実習とは、職場体験を通じて、実際の職場がどのようなものかを肌で感じることです。 

秩父障がい者就業・生活支援センターキャップ  

埼玉県秩父市中村町3－12－23. （秩父市ふれあいセンター内） 電 話 0494－22－2870 


